
 京都市消防吏員及び消防団員の訓練及び礼式に関する規則の一部を改正する規則を公布

する。 

  平成２８年３月３１日 

                          京都市長 門 川 大 作 

京都市規則第   号 

   京都市消防吏員及び消防団員の訓練及び礼式に関する規則の一部を改正する規 

   則 

 京都市消防吏員及び消防団員の訓練及び礼式に関する規則の一部を次のように改正する。 

 第１４条第３項中「ひざ」を「膝」に，「あご」を「顎」に改め，同条第４項ただし書を

削る。 

 第１５条第２項前段中「ひざ」を「膝」に改め，同条第４項前段中「ひじ」を「肘」に

改め，同条第６項を削り，同条第７項を同条第６項とする。 

 第１９条第３項後段中「ひじ」を「肘」に改め，同条第４項を削る。 

 第２５条第３項を削る。 

 第２６条第４項を削る。 

 第２７条第３項を削る。 

 第２９条第３項を削る。 

 第２１７条第２項中「男子である」及び「（以下「男子隊員」という。）」を削り，「ひじ」

を「肘」に，「わき」を「脇」に改め，同条第３項を削り，同条第４項中「男子隊員」を「隊

員」に改め，同項を同条第３項とし，同条第５項を削り，同条第６項中「又は第３項」を

削り，同項を同条第４項とし，同条第７項から同条第１１項までを２項ずつ繰り上げる。 

   附 則 

 この規則は，平成２８年４月１日から施行する。 

（消防局消防学校教養課） 
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